
大淀町水道事業が抱える課題
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水道事業を支える人材が不足

職員減少による
人材不足

ピーク時に比べて半分

水道職員は、
熟練職員の退
職等によりこ
のままでは技
術の継承が懸
念され、サー
ビスの低下を
招くおそれが
あります。

課題
３

課題
１

人口減少等に伴う水需要の減少
により、料金収入の確保が課題

水需要の推移（年間）

水道事業は、
原則、水道料
金で運営して
おり、人口減
少等に伴う水
需要の減少に
より、料金収
入の確保が大
きな課題とな
ります。

令和5年度 令和36年度

約30年後

更新費用の将来の見通し

※30年間の総事業費として

約85億円が必要となる見込み

施設の老朽化などにより、
更新に多額の費用が必要

課題
２

令和5年度 令和36年度

平成16年度 令和5年度

効果3・人的支援として市町村域を越えた人員・ノウハウの有効活用が可能

効果1・施設の更新や整備に国や県の支援を受けられ（ 当初の１０年間 ） 、水道施設の強じん化
（耐震化、無停電化、老朽化対策）等が進む 断水を未然に防ぐための対応を強化

効果2・大淀町は広域化後も、最長30年間、別料金の設定（セグメント会計）により安い料金で使用できる

広域化の効果

水道広域化（県域水道一体化）について

整備した年代
を考えると、
桜ヶ丘浄水場
等の基幹施設
の更新や老朽
化した管路の
耐震化など、
多額の費用が
必要となりま
す。

(年間)

※約４割減少する見込み

16人 8人
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統一料金(大淀町以外の企業団) 大淀町セグメント料金(企業団) 大淀町（単独料金）

水道料金の試算（R7～R36・30年間）

大淀町の水道料金表

供給単価（円/ｍ3） R7～R11 R12～R16 R17～R21 R22～R26 R27～R31 R32～R36

統一料金（大淀町以外の企業団） 189 204 218 238 259 288

大淀町セグメント料金（企業団） 151 179 214 226 242 260

大淀町（単独料金） 161 182 211 241 266 292

更新整備費用を平準化

189

161

151

292

260

大淀町単独料金

大淀町セグメント料金（企業団）

統一料金

整備費用を集中的に投資した場合

統一料金

大淀町単独料金

大淀町セグメント料金（企業団）

令和22年度で大淀町（単独料金）
が統一料金に追いつく見込み。

288

現行 新料金表（R7.4月～R12.3月の5年間）

(税抜)(税抜)

給水人口
令和4年度末時点実績に基づき、将来人口増減率
（国立社会保障・人口問題研究所）を用いて推計

有収水量

「生活用水量＋業務営業用等水量」

・生活用水量：人口見込×生活用原単位（1人1日
使用水量の見込）
・業務営業用等水量：過去10年間の実績から時系

列傾向分析を用いて予測

収益的収支 期間中の黒字を確保

資金期末残高 期間中、給水収益相当を確保

企業債 期間中、給水収益の３倍以内になるよう発行制限

 投資財源

試算条件（R7～R36(30年間)）

 その他の項目
各構成団体が積算した値を基に、他律的要素（給水人口、物価、
人件費、企業債借入利率等）等を反映

 財政健全性確保
 のための基本設定

各構成団体が整備実績や計画を勘案の上今後の老朽化対策等に
必要と見込んだ額の計に、一体化後の新たな投資の増減を反映

 建設改良費（投資）

国交付金・県財政支援を活用（R7～R16（10年間））

水需要の見通し
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Q３.広域化になれば、水道料金の改定はどこで決まるのですか？

A. 水道料金の改定など重要な事項については、大淀町長を含めた構成団体の市町村長および知事で構成されます運営協議会で協議され、本町議会からも議員が選出されます
企業団議会を経て、決定されることとなります。

水道事業の広域化について（Q＆A）

Q２.将来、民営化されることはないですか？

A. 企業団は、公営企業として共同処理するものであり、民営化は行わないことを構成団体である知事及び関係市町村長全ての決意で企業団規約に明記されております。

Q４.広域化になれば、町民からの要望やサービスが行き届きにくくなるのでは？

A. 本町の桜ヶ丘浄水場は、企業団移行後も拠点施設として位置づけられており、職員も大淀町から派遣した職員が業務を担い、現状のまま運営することになります。開栓の
手続きや漏水の対応など、今までと変わらず大淀町の事務所で対応いたします。広域化により、サービス面が低下することはありませんので、ご安心ください。

Q１.いつ広域化になるのですか？

Q５.水道のメーター検針や水道料金の請求方法はかわるのですか？

A. 口径別の加入金の額は令和7年度より企業団により原則、統一されます。しかし、企業団に統合後の単価が統合前と比べて金額が上がる場合
は、経過措置として5年間統合前の単価を適用します。(例)13ミリ：146,000円(▲54,000円) 20ミリ：200,000円(±0円)…税抜価格

Q６.アパートへの引っ越しや家屋の売買により開栓・閉栓したい場合はどのようにすればよいのですか？

A. 今までどおり桜ヶ丘浄水場事務所にご連絡をお願いします。なお、令和7年度より開栓にかかる手数料は不要となります。また、閉栓時には
現地精算していましたが、後日郵送する納付書にてお支払いをお願いします。

Q７.給水装置の新設・増径工事実施の際に必要な加入金（給水分担金）の納付金額はかわるのですか？

A. 毎月検針・毎月請求としていましたが、検針方法の変更に伴い請求方法も2ヶ月に１回の請求となります。なお、令和7年度より検針については大淀町内を2地区に割り偶
数月と奇数月に分けて検針を実施します。 (大口需要家の方は毎月検針・毎月請求を継続できます。)

【お問い合わせ先】
大淀町上下水道部
（電話）０７４７－５２－０１３７

水道広域化
について
詳しい内容は
こちらから

A. 令和６年１１月に奈良県広域水道企業団として設立し、令和７年４月から事業を開始する予定です。
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